
 

 

議  案  第  ９  号  

 

 

新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和６年２月２６日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市手数料条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市手数料条例（平成１２年条例第１３号）の一部を次のように改正する。  

別表第１中  

「  

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気

ディスクをもって調製された戸籍に記録さ

れている事項の全部若しくは一部を証明し

た書面の交付 

１通につき ４５０円  

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又

は磁気ディスクをもって調製された除かれ

た戸籍に記録されている事項の全部若しく

は一部を証明した書面の交付 

１通につき ７５０円  

」 を

「  

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証

明書の交付（戸籍証明書の広域交付を含

む。） 

１通につき ４５０円  

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又

は除籍証明書の交付（除籍証明書の広域交

付を含む。） 

１通につき ７５０円  



 

 

」に、

「  

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍

法（昭和２２年法律第２２４号）第４８条

第２項（同法第１１７条において準用する

場合を含む。）の書類に記載した事項の証

明書の交付 

１通につき ３５０円  

」 を

「  

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行（情

報提供等記録開示システムを通じて発行す

る場合及び戸籍電子証明書が証明する事項

と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しく

は抄本又は戸籍証明書を同時に交付する場

合を除く。） 

１件につき ４００円  

除籍電子証明書提供用識別符号の発行（情

報提供等記録開示システムを通じて発行す

る場合及び除籍電子証明書が証明する事項

と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄

本若しくは抄本又は除籍証明書を同時に交

付する場合を除く。） 

１件につき ７００円  

届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法

（昭和２２年法律第２２４号）第４８条第

２項（同法第１１７条において準用する場

合を含む。）の書類に記載した事項の証明

書又は届書等情報の内容の証明書の交付 

１通につき ３５０円  

」に、

「  

戸籍法第４８条第２項（同法第１１７条に

おいて準用する場合を含む。）の書類の閲

覧 

１件につき ３５０円  

」 を

「  

戸籍法第４８条第２項（同法第１１７条に

おいて準用する場合を含む。）の書類又は

届書等情報の内容を表示したものの閲覧 

１件につき ３５０円  



 

 

」 に

改める。  

別表第２第２項第２号オ（ア）中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００

円」に改め、同号オ（イ）中「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に

改め、同号オ（ウ）中「１，５９０，０００円」を「１，９２０，０００円」に改め、

同号オ（エ）中「１，９５０，０００円」を「２，３６０，０００円」に改め、同号オ

（オ）中「２，２７０，０００円」を「２，７４０，０００円」に改め、同号オ（カ）

中「４，５５０，０００円」を「５，６４０，０００円」に改め、同号オ（キ）中「５，

８２０，０００円」を「７，２４０，０００円」に改め、同号オ（ク）中「７，０７０，

０００円」を「８，７９０，０００円」に改め、同表第１０項第２号を次のように改め

る。  

（２）高圧法第５条第１項第１号に該当する者であって移動式製造設備（高圧ガ

スの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。

以下この項、次項及び第１９項において同じ。）のみを使用して高圧ガスの

製造をするもの  

 ア  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律（昭和４２年法律第１４９号。以下「液石法」とい

う。）第３７条の４第１項の許可を受けた移動式製造設

備  

６，０００円  

 イ  アに規定する移動式製造設備以外の移動式製造設備  

  （ア）処理容積が１，０００万立方メートル以上の設備  ９１，０００円  

  （イ）処理容積が５００万立方メートル以上１，０００

万立方メートル未満の設備  

７５，０００円  

  （ウ）処理容積が１００万立方メートル以上５００万立

方メートル未満の設備  

６０，０００円  

  （エ）処理容積が５０万立方メートル以上１００万立方

メートル未満の設備  

４４，０００円  

  

  

  （オ）処理容積が１０万立方メートル以上５０万立方メー ２７，０００円  



 

 

トル未満の設備  

  

  
  （カ）処理容積が２万５，０００立方メートル以上１０

万立方メートル未満の設備  

２１，０００円  

  （キ）処理容積が５，０００立方メートル以上２万

５，０００立方メートル未満の設備  

１６，０００円  

  （ク）処理容積が１，０００立方メートル以上５，０００

立方メートル未満の設備  

１３，０００円  

  （ケ）処理容積が２００立方メートル以上１，０００立

方メートル未満の設備  

１１，０００円  

  （コ）処理容積が１００立方メートル以上２００立方メー

トル未満の設備  

７，４００円  

別表第２第１４項中「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭

和４２年法律第１４９号。以下「液石法」という。）」を「液石法」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例中別表第１の改正規定は令和６年３月１日から、別表第２の改正規定及び

次項の規定は同年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表第２の規定は、令和６年４月１日以後の申請に係る手数料について適

用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

 

提案理由  

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、戸籍電子証明書提供用

識別符号等の発行に係る手数料を徴収するため、及び浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所

等の設置の許可の申請に対する審査等に係る手数料を改定するため、本案を提出する。  

 


